
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親
世
帯

を
支
援
す
る
た
め
、
ひ
と
り
親
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
基
本
給
付

・
支
給
対
象

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
さ
れ
た
方

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

こ
と
で
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
停
止

さ
れ
た
方

※
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

方
で
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し

て
い
れ
ば
、
令
和
２
年
６
月
分
の

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
ま

た
は
一
部
停
止
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
支

給
制
限
限
度
額
を
上
回
る
方
は
対

象
外
で
す
。

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る

な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
の

対
象
と
な
る
水
準
に
下
が
っ
た
方

・
支
給
額
…
１
世
帯
５
万
円
［
第
２

子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円
（
１

回
限
り
）
］

▽
追
加
給
付

・
支
給
対
象
…
基
本
給
付
支
給
対
象

者
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方

の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
収
入
が
減
少
し
て
い
る

方
・
支
給
額
…
１
世
帯
５
万
円
（
１
回

限
り
）

▽
申
請
方
法

①
の
方
…
基
本
給
付
の
申
請
は
不
要

で
す
。
対
象
と
な
る
方
に
は
、
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

②
・
③
・
追
加
給
付
を
申
請
す
る
方

…
申
請
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
子
育
て
応
援
サ
イ
ト
る

の
キ
ッ
ズ
の
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時

特
別
給
付
金
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▽
受
付
日
時　

８
月
３
日
㈪
か
ら
令

和
３
年
３
月
１
日
㈪
ま
で　

午
前

８
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時
15
分
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

▽
支
給
方
法
　

①
の
方
…
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
た
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。

②
・
③
の
方
…
基
本
給
付
の
申
請
書

に
記
載
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。

▽
支
給
時
期

①
の
方
（
基
本
給
付
の
み
）
…
８
月

下
旬
ご
ろ

②
・
③
・
追
加
給
付
の
方
…
９
月
以

降
順
次

▽
受
付
・
問
合
せ　

子
ど
も
政
策
課

子
ど
も
政
策
係
、
五
日
市
出
張
所

市
民
総
合
窓
口
係
（
受
付
の
み
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
に
よ
り
、
経
済
的
な
影
響

を
受
け
や
す
い
ひ
と
り
親
家
庭
の
生

活
の
安
定
を
図
る
た
め
食
料
品
な
ど

の
生
活
必
要
品
を
提
供
す
る
た
め
の

カ
タ
ロ
グ
を
送
付
し
ま
す
。

▽
対
象

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
（
全

部
支
給
停
止
者
を
除
く
）

②
令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
７
月
31

日
ま
で
の
間
に
新
た
に
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た

方
▽
提
供
方
法
な
ど　

対
象
の
方
に

は
、
カ
タ
ロ
グ
、
申
込
用
は
が
き

な
ど
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
確
認

の
上
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
希

望
の
食
料
品
な
ど
は
、
東
京
都
と

委
託
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
か

ら
配
送
さ
れ
ま
す
。

▽
送
付
時
期

・
①
の
方
…
７
月
21
日
に
発
送
し
ま

し
た
。

・
②
の
方
…
８
月
中
旬
ご
ろ

▽
申
込
み
方
法

10
月
31
日
ま
で
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
子
ど
も
政
策
課
子
ど
も

政
策
係

　

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

緊
急
経
済
対
策
」
の
一
つ
と
し
て
、

家
計
を
支
援
す
る
た
め
、
４
月
27
日

現
在
で
住
民
記
録
の
あ
る
方
１
人
に

つ
き
10
万
円
を
給
付
す
る
「
特
別
定

額
給
付
金
」
に
つ
い
て
、
あ
き
る
野

市
の
申
請
期
限
は
８
月
31
日
㈪
（
消

印
有
効
）
ま
で
で
す
。

　

申
請
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方

は
、
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
申
請
書
が
届
か
な
い
方
や
申
請
し

た
が
給
付
金
が
届
い
て
い
な
い
方
、

申
請
方
法
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
特
別
定
額
給
付
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
へ
お
願
い
し
ま
す
。

▽
こ
れ
か
ら
申
請
を
さ
れ
る
方
へ

申
請
に
は
、
本
人
確
認
書
類
と
口

座
確
認
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。

・
本
人
確
認
書
類
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

健
康
保
険
証
な
ど
、
氏
名
と
住
所

が
確
認
で
き
る
も
の
の
「
コ
ピ
ー
」

・
口
座
確
認
書
類
…
通
帳
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
、
銀
行
・
支
店

の
名
称
、
口
座
番
号
、
口
座
名
義

人
が
確
認
で
き
る
も
の
の
「
コ

ピ
ー
」

▽
問
合
せ　

特
別
定
額
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
［
☎
５
３
３
・
２
５

５
５　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分
ま
で
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
］

　

「
あ
き
る
野
市
男
女
共
同
参
画
推

進
市
民
会
議
」
は
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
、
あ
き
る
野

市
男
女
共
同
参
画
計
画
を
市
民
と
の

協
働
で
円
滑
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ

き
る
野
市
に
お
い
て
、
地
域
の
活
動

の
場
や
社
会
通
念
・
し
き
た
り
の

様
々
な
場
面
で
、
さ
ら
に
女
性
に
活

躍
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
今
後

も
継
続
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
と
男
女

共
同
参
画
意
識
を
醸
成
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
皆
さ

ん
の
視
点
か
ら
、
男
女
共
同
参
画
の

課
題
の
抽
出
や
改
善
に
向
け
て
の
取

組
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
た
だ

く
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳

以
上
の
方
（
10
月
１
日
現
在
）

※
公
募
委
員
と
し
て
他
の
委
員
会
な

ど
の
委
員
に
な
っ
て
い
る
方
を
除

く
。

▽
募
集
人
数　

３
人
（
作
文
な
ど
に

よ
る
選
考
）

▽
任
期

10
月
１
日
～
令
和
４
年
９

月
30
日

▽
委
員
報
酬
　
１
回
７
５
０
０
円

（
年
２
回
程
度
）

▽
応
募
方
法　

８
月
20
日
㈭
ま
で
に

専
用
の
応
募
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、

応
募
の
動
機
な
ど
を
記
入
の
上
、

「
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
、
日

ご
ろ
考
え
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い

て
８
０
０
字
（
４
０
０
字
詰
め
原

稿
用
紙
２
枚
相
当
）
以
内
に
ま
と

め
て
、
郵
送
す
る
か
メ
ー
ル
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
作
文
の
内
容

は
公
表
し
ま
せ
ん
。

▽
応
募
・
問
合
せ　

企
画
政
策
課

（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４　

二
宮

３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
１
２

６
１
、

５
５
８
・
１
１
１
３
、

✉0
1
0
1
0
1
@

ak
iru

n
o-in

fo.tok
y
o.jp

）

安全な場所に住んでいて身を寄せ
られる親戚や知人はいますか？

あなたがとるべき避難行動は？

ハザードマップで自分の家がどこに
あるか確認し、印をつけてみましょう。

・浸水の危険があっても、次の場合は自宅に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまうおそれのある区域の外側である。
②浸水する深さよりも高い場所にある。
・土砂災害の危険があっても、マンションなどの上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安
全確保をすることも可能です。

避難行動判定フロ－

避難の必要は、ありません。ただし、色が塗
られていなくても、周りと比べて低い土地や
がけ、川のそばなどにお住まいの方は、市か
らの避難情報を参考に必要に応じて避難して
ください。

家がある場所に色が塗られていますか？

災害の危険があるので、自宅の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？

※安全な避難ができるうちに、移動することも考えて
おきましょう。

開設している指定緊
急避難場所等に避難
しましょう。

安全な親戚や知人宅
に避難しましょう
（日頃から相談して
おきましょう）。

開設している指定緊
急避難場所等に避難
しましょう。

安全な親戚や知人宅
に避難しましょう
（日頃から相談して
おきましょう）。

避難準備・高齢者等避難開始
（警戒レベル３）が出たら…

安全な場所に住んでいて身を寄せ
られる親戚や知人はいますか？

避難勧告、避難指示（緊急）
（警戒レベル４）が出たら

はい

はい いいえ

はい いいえ はい いいえ

いいえ

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそ
れの高い区域を着色した地図です。着色されてい
ないところでも災害が起こる可能性があります。

　

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る
情
報
、
防
災
・
防

犯
情
報
な
ど
、
随
時
、
メ
ー
ル
配
信

を
行
っ
て
い
ま
す
。
配
信
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

※
登
録
さ
れ
た
全
て
の
方
に
「
広
報

あ
き
る
野
」
の
情
報
を
配
信
し
て

い
ま
す
。

※
ガ
ラ
ケ
ー
の
一
部
機
種
で
登
録
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
登
録
の
流
れ

①
「t-ak

iru
n
o@

sg
-m

.jp

」

に

空

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
か
、
次
の

コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
空
メ
ー
ル

を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「@

sg
-m

.jp

」
ド
メ
イ
ン
、
ま

た
は
「ak

iru
n
o@

sg
-m

.jp

」
の

ア
ド
レ
ス
か
ら
の
メ
ー
ル
を
受
信

許
可
し
て
く
だ
さ
い
。

※
Ｕ
Ｒ
Ｌ
付
き
メ
ー
ル
の
受
信
を
許

可
し
て
く
だ
さ
い
。

②
空
メ
ー
ル
送
信
後
「
仮
登
録
メ
ー

ル
」
が
届
き
ま
す
。
記
載
さ
れ
て

い
る
「
登
録
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
に
ア
ク

セ
ス
し
ま
す
。

③
利
用
規
約
を
ご
確
認
の
上
「
メ
ー

ル
配
信
に
同
意
す
る
」
を
選
択
し

ま
す
。

④
内
容
に
従
っ
て
配
信
を
希
望
す
る

項
目
を
選
択
し
、
登
録
し
ま
す
。

⑤
「
本
登
録
完
了
の
お
知
ら
せ
」メ
ー

ル
が
届
き
ま
し
た
ら
、
登
録
完
了

で
す
。

▽
問
合
せ　

市
長
公
室

登録用コード

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和２年（2020年）８月１日 （2）

登
録
は
お
済
み
で
す
か

あ
き
る
野
市
メ
ー
ル
配
信

サ
ー
ビ
ス

あ
き
る
野
市
男
女
共
同
参
画

推
進
市
民
会
議
の
市
民
委
員

を
募
集
し
ま
す

特
別
定
額
給
付
金
は
８
月
31
日
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い

ひ
と
り
親
家
庭
へ
食
料
品
な
ど
を
提
供
す
る
た
め

の
カ
タ
ロ
グ
を
送
付
し
ま
す

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す


